
 

 

 

 

                  

 

令和４年度 旭川市立忠和小学校 学校だより 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 

 

令和４年５月３１日 

 子供たちが安心・安全に学校生活を過ごすためには，いじめのない学校づくりが必要となります。そのため

には，「いじめは絶対に許されない」という共通認識を基にした，地域・家庭・学校が一体となったいじめ防

止の取組が不可欠です。 

忠和小学校では，「学校いじめ防止基本方針」を策定し，いじめの未然防止・早期発見・早期解決の取組を

推進しているところです。 

この度，旭川市いじめ基本方針が改定されたことに伴い，本校でも「学校いじめ防止基本方針」を改訂いた

しました。本年度のいじめ防止にかかわる本校の目標は次のとおりです。 

①一人一人の心の居場所をつくる学校・学年・学級経営～共感的・受容的な雰囲気づくり教育相談の充実等 

②学校いじめ対策組織を機能させた，いじめの積極的な認知・解消 

③児童会による「いじめ防止」の活動の推進～いじめ防止スローガン，いじめ防止寄書き 

④情報モラルの育成～学級活動等での指導，スマホ・ケータイ教室 

⑤「いじめはどんなことがあっても許されないと思う」子供の育成 

⑥「思いやり・協力」する態度の育成 

いじめの問題については，特定の教職員で問題を抱え込むことなく組織的に対応することで，複数の目によ

る状況の見立てを可能にし，いじめの防止や早期発見，対処について，より実効的ないじめの問題の解決に努め

ることができると考えます。 

 そのため，本校では，校長をリーダーとし，教頭，主幹教諭，生徒指導部長及び学年主任など複数の教職員

に，必要に応じて，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する関係者等を加えるとした「学校いじめ対策組

織」を設置しております。「学校いじめ対策組織」は，いじめの未然防止に努めるとともに，いじめの早期

発見，早期解決のため，いじめの相談・通報を受ける窓口の役割等を担います。 

いじめ防止に向けた取組としては，４月に学校いじめ防止基本方針と児童版のいじめ防止基本方針を策定し，

いじめ防止に向けた指導を行っています。５月以降も年間を通じ，学級活動や特別の教科「道徳」を中心に思

いやりや仲間を大切にする教育を推進してまいります。また，年３回のいじめアンケートと児童一人一人への

教育相談を実施するとともに，保護者の皆さまや学校運営協議会の皆様とも連携しながら，いじめの未然防止・

早期発見・早期解決に努めてまいります。 

なお，忠和小学校いじめ基本方針については，本校のホームページに掲載しておりますので，ご覧ください。 

 

  

 

いじめのない学校を目指して 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月下旬から５月上旬にかけて，参観日があり

ました。今回も密集を避けるため，学年ごとに曜

日を分けて，学級ごとに時間帯を分けました。  

1，2 年生は，スマイリー教室１で，3 年生以

上は体育館で行い，使い慣れていない場所にもか

かわらず，子供たちは集中して学習に取り組んで

いました。じっくり考えたり，友達と交流して考

えを深め合ったりする姿が見られました。  

 保護者の皆さま，ご参観ありがとうございました。 

１日（水） 放課後学習サポート教室（2 年生）      

３日（金） わかば（交通安全）教室（1 年生） 

児童会  

６日（月）  クリーンデイ  

７日（火） 放課後学習サポート教室（2 年生） 

      歯科検診（全学年）              

８日（水）  遠足（１～４年生）  

全校お弁当の日  

９日（木）  全校朝会  

      避難訓練  

１０日（金）  心電図検査（１年生）  

       クラブ活動  

       クリーンデイ  

１３日（月）  個人懇談①，体力測定（６年生）  

１４日（火）  個人懇談②，体力測定（４年生）  

１５日（水）  個人懇談③，体力測定（５年生）  

       諸費納入日  

１６日（木）  個人懇談④，体力測定（６年生）  

スクールカウンセラー来校日  

１７日（金）  個人懇談⑤，体力測定（４年生）  

２０日（月）  個人懇談⑥（１，５年生）  

       体力測定（５年生）  

２１日（火）  修学旅行１日目（６年生）  

       放課後学習サポート教室（2 年生） 

２２日（水）  修学旅行２日目（６年生）  

２３日（木）  修学旅行回復日（６年生）  

２４日（金）  クラブ活動  

２８日（火）  眼科検診（１，３，５年生）  

２９日（水）  全校お弁当の日  

       遠足予備日（１～４年生）  

       放課後学習サポート教室（2 年生） 

１年生～自分の考えを発表している様子 

 

４月に PTA 総会議案が保護者の皆さま

に承認され，令和４年のＰＴＡ活動がス

タートしました。 

今年度も感染症対策が続き，ＰＴＡ活

動も変則的になっておりますが，ＰＴＡ

役員の他に活動のサポートをする「ＰＴ

Ａサポーター」を募りました。総勢 46 名

の保護者の皆さまがサポーターとして

ＰＴＡ活動にご協力をいただくことに

なりました。1 年間よろしくお願いいた

します。 

今年度のＰＴＡ活動の予定は，次のと

おりです。 

・ＰＴＡ広報誌の発行 

・研修会・親学講座 

・交通安全指導 

・交通安全看板設置 

感染状況によって見合わせることも

ございますが，感染症対策を講じ，でき

る取組をしていきたいと考えておりま

すので，ご理解とご協力をお願い申し上

げます。 
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